
大和市告示第４５号 

大和市街頭防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。 

令和３年３月３０日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市街頭防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱の一部を改正する要綱 

大和市街頭防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱（平成２２年大和市告示第１６号）の一

部を次のように改正する。 

別表第２号中「１０７０番地１０」の次に「、大和東三丁目１番７号先」を加え、「２２台」を

「２４台」に改め、同表第１３号中「市道入村扇線」を「市道入村扇野線」に改め、「大和市桜森

三丁目１４９番地１６」の次に「及び中央二丁目４番１４号先」を加え、「２台」を「４台」に改め、

同表第５７号中「桜森歩行者専用道１号」を「桜森歩行者専用道１号線」に改め、同表第６４号中

「及び中央三丁目２番３０号先」を「、中央三丁目２番３０号先及び中央四丁目１番２３号先」に、

「７台」を「９台」に改め、同表第８９号中「大和市下鶴間３０１６番地先」の次に「及び下鶴間一

丁目２番先」を加え、「４台」を「６台」に改め、同表第１３２号中「大和市大和東一丁目８番

１０号先」を「大和市大和東一丁目８番１号先及び１０号先」に、「２台」を「４台」に改め、

同表第２２５号中「及び４番１６号先」を「、４番１６号先及び７番２５号先」に、「６台」を

「８台」に改め、同表第２２６号中「大和市大和東二丁目１番２号先」の次に「及び７番３３号

先」を加え、「２台」を「４台」に改め、第２２８号中「２１号先」の次に「並びに大和南二丁

目１番１号先」を加え、「６台」を「８台」に改め、同表第２３１号中「大和市中央四丁目３番８

号先」の次に「及び１４号先」を加え、「３台」を「６台」に改め、同表に次のように加える。 

２７１ 県道４０号横浜厚木線（大和市中央四丁目２番６号先） ２台 

２７２ 市道中央２２号（大和市中央四丁目２番１８号先） ２台 

２７３ 市道中央１８号（大和市中央二丁目１番６号先） ２台 

２７４ 市道大和東１８号（大和東二丁目４番先） ２台 

２７５ 市道大和東８号（大和市大和東三丁目６番１８号先） ３台 

２７６ 市道大和東２０号（大和市大和東二丁目３番２１号先） ２台 

２７７ 市道大和東５号（大和市大和東三丁目２番１号先） ２台 

２７８ 市道大和東１９号（大和市大和東一丁目２番７号先） ２台 



２７９ 市道大和東３０号（大和市大和東一丁目６番１８号先） ３台 

２８０ 市道天満宮１号（大和市大和東一丁目９番４号先） ２台 

２８１ 市道中央１７号（大和市中央一丁目１番５号先） ２台 

２８２ 市道中央２０号（大和市中央四丁目１番２２号先） ２台 

２８３ 市道内山９号（大和市中央林間九丁目３１番１４号先） ３台 

２８４ 市道中央林間３８号（大和市中央林間二丁目１６番４４号先） ２台 

２８５ 市道公所４８号（大和市下鶴間４１３番地６先） ２台 

２８６ 市道南林間７１号（大和市南林間五丁目６番２号先） ３台 

２８７ 市道下鶴間４６号（大和市下鶴間２９９３番地１先） ２台 

２８８ 市道西鶴間３１号（大和市西鶴間二丁目２５番２０号先） ３台 

２８９ 市道深見６９号（大和市深見７０７番地４先） ２台 

２９０ 市道文ヶ岡１１８号（大和市上草柳１１０３番地２先） ２台 

２９１ 市道文ヶ岡６９号（大和市上草柳１６２番地５先） ３台 

２９２ 市道中央９号（大和市中央二丁目１４番２７号先） ２台 

２９３ 市道深見台２号（大和市深見台四丁目１１番１１号先） ３台 

２９４ 市道大和南１３号（大和市大和南二丁目１１番） ３台 

２９５ 市道草柳５号（大和市草柳二丁目８番地１先） ２台 

２９６ 市道柳橋１０２号（大和市福田八丁目２５番地３４先） ２台 

２９７ 市道代官１１号（大和市代官一丁目１７番地３先） ３台 

２９８ 新道１号公園（大和市上和田４５１番地） ２台 

２９９ 市道上和田１５３号（大和市上和田２６３０番地先） ２台 

３００ 市道下福田２４７号（大和市福田５０９番地先） ２台 

３０１ 市道渋谷１０２号（大和市渋谷八丁目１２番地７先） ３台 

３０２ 市道上草柳１３４号（大和市上草柳九丁目６番１号先） ２台 

３０３ 市道柳橋１号（大和市柳橋一丁目７番地２先） ２台 

３０４ 市道上和田１４１号（大和市上和田１７７７番地先） ２台 

３０５ 市道上和田８５号（大和市福田５５２５番地先） ３台 

３０６ 市道大和南５号（大和市大和南一丁目１１番１５号先） ２台 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 


